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特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
意
匠
登
録
の
要
件
）

（
意
匠
登
録
の
要
件
）

第
三
条

工
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
は
、
次

第
三
条

工
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
は
、
次

に
掲
げ
る
意
匠
を
除
き
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と

に
掲
げ
る
意
匠
を
除
き
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
、
頒
布
さ
れ
た

二

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
頒
布
さ
れ
た
刊

刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
意
匠
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利

行
物
に
記
載
さ
れ
た
意
匠

用
可
能
と
な
つ
た
意
匠

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
意
匠
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
）

（
意
匠
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
）

第
四
条

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
意
に
反
し
て
第
三
条
第

第
四
条

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
意
に
反
し
て
第
三
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
は
、
そ
の
該
当
す

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
に
つ
い
て
、
そ
の

る
に
至
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
が
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
係
る

該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
が
意
匠
登
録
出
願
を
し

意
匠
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至

、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の

ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

２

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
行
為
に
起
因
し
て
第
三
条
第

２

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
行
為
に
起
因
し
て
第
三
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
も
、
そ
の
該
当
す

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
に
つ
い
て
、
そ
の

る
に
至
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
が
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
係
る

該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
が
意
匠
登
録
出
願
を
し

意
匠
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

３

意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

書
面
を
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
、
か
つ
、
第
三

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
が
前
項
の
規

特
許
庁
長
官
に
提
出
し
、
か
つ
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
同

定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

項
に
規
定
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
意
匠
登
録
出
願
の
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を
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

日
か
ら
十
四
日
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
）

（
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
）

第
十
条
の
二

（
略
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と

の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新

た
な
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
、
当
該
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

（
出
願
の
変
更
）

（
出
願
の
変
更
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の

５

第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
判
定

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
判
定
に
関
す
る
手
続
は
、
政
令
で
定

に
準
用
す
る
。

め
る
。

第
二
十
五
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
裁
判
所
か
ら
登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に

類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
に
つ
い
て
鑑
定
の
嘱
託
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名

の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
鑑
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
鑑
定
の
嘱
託
に

準
用
す
る
。
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（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
ま
で
（
具
体
的
態
様

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
五
条
（
書
類
の
提
出
）
及
び
第
百
六
条
（
信
用

の
明
示
義
務
、
書
類
の
提
出
等
、
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損

回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す

害
額
の
認
定
及
び
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
又
は
専
用
実

る
。

施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

（
偽
証
等
の
罪
）

（
偽
証
等
の
罪
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
査

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自

定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽

白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
両
罰
規
定
）

（
両
罰
規
定
）

第
七
十
四
条

（
略
）

第
七
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
七
十
条
又
は
第
七
十
一
条

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
七
十
条
又
は
第
七
十
一
条

各
本
条
の
罰
金
刑

（
過
料
）

（
過
料
）

第
七
十
五
条

第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一

第
七
十
五
条

第
五
十
二
条
に
お
い
て
、
第
五
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第

条
第
三
項
に
お
い
て
、
第
五
十
二
条
に
お
い
て
、
第
五
十
八
条
第
二
項
若

三
項
に
お
い
て
、
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
七

し
く
は
第
三
項
に
お
い
て
、
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十
一
条
に

第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十

お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

し
た
者
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述

り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽

を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。


